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佐賀県特定最低賃金を決定 
～令和２年 12 月２日から順次発効～ 

 
 佐賀労働局（局長 加藤博之）は、佐賀県最低賃金額（時間額 792 円、２円引上げ）

に引き続き、12 月２日から下記の通り、県内の３産業の特定最低賃金額を順次改定しま

す。 

 なお、佐賀労働局では、佐賀県内で事業を営む関係事業者及びその関係事業者に使用

される労働者の皆様に知っていただくため、幅広く周知広報に努めることとしています。 

 

記 

 

 

業  種 
時間額 

（円） 

引上額 

（円） 

引上率 

（％） 

改正決定日 

（公示日） 
発効日 

特 

 

定 

 

最 

 

低 

 

賃 
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一般機械器具製造業関係 870 ３ 0.35 令和２年 11月 19日 令和２年 12月 19 日 

電気機械器具製造業関係 839 ３ 0.36 令和２年 11月 17日 令和２年 12月 17 日 

陶磁器・同関連製品製造業 793 ２ 0.25 令和２年 11 月２日 令和２年 12 月２日 

 

佐 賀 県 最 低 賃 金 792 ２ 0.25 令和２年９月２日 令和２年 10 月２日 

別添資料 

 別添 1 佐賀県最低賃金額及び特定最低賃金額の推移 

 別添 2 最低賃金制度について 

 別添 3 「業務改善助成金」のご案内 
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別添 １

（単位：円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　一般機械器具製造業関係 755 761 770 782 795 810 827 847 867 870

　電気機械器具製造業関係 719 725 734 746 760 774 795 816 836 839

　陶磁器・同関連製品製造業 647 654 665 679 695 716 738 763 791 793

佐　賀　県　最　低　賃　金 646 653 664 678 694 715 737 762 790 792

佐賀県最低賃金額及び特定最低賃金額の推移



別添２ 

【最低賃金制度について】 

 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者

は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で

す。 

 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、そ

れは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされま

す。 

 

【最低賃金の種類】 

 最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の２種類があります。 

 なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使

用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 

 

 

特定最低賃金審議の流れ 
 
○特定最低賃金は、関係労使の申出に基づき最低賃金審議会が必要と認めた場合、最

低賃金審議会の調査審議を経て決定されます。 
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